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事実の確認 

 ・担任及び関係者で事実の確認 

 ・被害者からの事情聴取 

 ・加害者からの事実確認 

保護者への報告 

 ・被害者，加害者側双方へ確認した事実の報告 

 ・必要に応じ加害者側から被害者側への謝罪 

被害者側児童・保護者 

 ・児童への手厚いケア 

 ・保護者へ今後の説明・支援 

加害者側児童・保護者 

 ・児童への指導（個別） 

 ・保護者への助言 

重 大

事 態 
いじめ問題重大事態対策委員会の開催 

  ・質問票等を使った調査 

・事実の確認 

・再発防止対策の検討 等 

教育委員会へ調査結果の報告 

Ｐ１３「重大事態発生時の対処フロー」へ 
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学期 月 学校の取組 児童の取組 評価改善 

一 

学 

期 

４月 ○全教職員による「学校の基本方針」の共通理解 

・心のてんけん日 

・1年生をむかえる会 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

５月 ◯i-check 
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

６月 
○人権週間に係わる人権講話（人権擁護委員） 

◯いじめ防止月間 

・心のてんけん日 

・「なかよし目標」の作成 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

７月 ○教育相談（保護者と担任） 
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

二 

学 
期 

８月  
・いじめフォーラムへ参加 

・心のてんけん日 

・運営委員会 

・職員会議 

９月 ○運動学習発表会練習 
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

１０月  
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

１１月  
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 

１２月 
○人権週間に係わる人権講話 

◯・いじめ防止月間 

・心のてんけん日 

・人権集中学習 

・「なかよしの木」作成 

・吉岡町こども会議 

・あいさつ運動 

☆学校評価 

（保護者・職員） 

・運営委員会 

・職員会議 

三 

学 

期 

１月  
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

☆基本組織による 

評価・改善 

・運営委員会 

・職員会議 

２月 ◯なかよし集会 
・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・運営委員会 

・職員会議 
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３月 
○６年生を送る会 

○卒業式練習 

・心のてんけん日 

・あいさつ運動 

・６年生を送る会 

・１年間の振り返り（学活） 

・運営委員会 

・職員会議 

いじめの態様 刑罰法規及び事例 

ひどくぶつかられ

たり，叩かれたり，

蹴られたりする。 

暴行 

（刑法第 208 条） 

第 208 条 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは，２年以下

の懲役若しくは 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す

る。 

事例：同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする。 

傷害 

（刑法第 204 条） 

第 204 条 

人の身体を傷害した者は，15年以下の懲役又は 50万円以下の罰

金に処する。 

事例：顔面を殴打しあごの骨を折るケガを負わせる。 

軽くぶつかられた

り，遊ぶふりをして

叩かれたり，蹴られ

たりする。 

暴行 

（刑法第 208 条） 

第 208 条 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは，２年以下

の懲役若しくは 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す

る。 

事例：プロレスと称して同級生を押さえつけたり投げたりする。 

嫌なことや恥ずか

しいこと，危険なこ

とをされたり，させ

られたりする。 

強要 

（刑法第 223 条） 

第 223 条 

1.生命，身体，自由，名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知

して脅迫し，又は暴行を用いて，人に義務のないことを行わせ，

又は権利の行使を妨害した者は，３年以下の懲役に処する。 

2.親族の生命，身体，自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告

知して脅迫し，人に義務のないことを行わせ，又は権利の行使を

妨害した者も，前項と同様とする。 

3.前 2 項の罪の未遂は，罰する。 

事例：断れば危害を加えると脅し，汚物を口に入れさせる。 

強制わいせつ 

（刑法第 176 条） 

第 176 条 

13 歳以上の者に対し，暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為を

した者は，６月以上 10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対
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し，わいせつな行為をした者も，同様とする。 

事例：断れば危害を加えると脅し，性器を触る。 

金品をたかられる。 
恐喝 

（刑法第 249 条） 

第 249 条 

1.人を恐喝して財物を交付させた者は，10 年以下の懲役に処す

る。 

2.前項の方法により，財産上不法の利益を得，又は他人にこれを得

させた者も，同項と同様とする。 

事例：断れば危害を加えると脅し，現金等を巻き上げる。 

金品を隠されたり，

盗まれたり，壊され

たり，捨てられたり

する。 

窃盗 

（刑法第 235 条） 

第 235 条 

他人の財物を窃取した者は，窃盗の罪とし，10 年以下の懲役又

は 50 万円以下の罰金に処する。 

事例：教科書等の所持品を盗む。 

器物破損等 

（刑法第 261 条） 

第 261 条 

前３条に規定するもののほか，他人の物を損壊し，又は傷害した

者は，３年以下の懲役又は 30万円以下の罰金若しくは科料に処す

る。 

事例：自転車を故意に破損させる。 

冷やかしやからか

い，悪口や脅し文

句，嫌なことを言わ

れる。 

脅迫 

（刑法第 222 条） 

第 222 条 

1.生命，身体，自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して

人を脅迫した者は，2年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処

する。 

2.親族の生命，身体，自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告

知して人を脅迫した者も，前項と同様とする。 

事例：学校に来たら危害を加えると脅す。 

名誉毀損，侮辱 

（刑法第 230 条） 

（刑法第 231 条） 

第 230 条 

1.公然と事実を摘示し，人の名誉を毀損した者は，その事実の有無

にかかわらず，３年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の

罰金に処する。 

2.死者の名誉を毀損した者は，虚偽の事実を摘示することによって

した場合でなければ，罰しない。 

第 231 条 

事実を摘示しなくても，公然と人を侮辱した者は，拘留又は科料

に処する。 

事例：校内や地域の壁や掲示板等に実名を挙げて，「万引きをして

いた」，「気持ち悪い」，「うざい」などと悪口を書く。 

パソコンや携帯電 脅迫 第 222 条 
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話等で，誹謗中傷や

嫌なことをされる。 

（刑法第 222 条） 1.生命，身体，自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して

人を脅迫した者は，2年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処

する。 

2.親族の生命，身体，自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告

知して人を脅迫した者も，前項と同様とする。 

事例：学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る。 

名誉毀損，侮辱 

（刑法第 230 条） 

（刑法第 231 条） 

第 230 条 

1.公然と事実を摘示し，人の名誉を毀損した者は，その事実の有無

にかかわらず，３年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の

罰金に処する。 

2.死者の名誉を毀損した者は，虚偽の事実を摘示することによって

した場合でなければ，罰しない。 

第 231 条 

事実を摘示しなくても，公然と人を侮辱した者は，拘留又は科料

に処する。 

事例：特定の人物を誹謗中傷するため，ネット上のサイトに「万引

きをしていた」，「気持ち悪い」，「うざい」などと悪口を書

く。 

児童ポルノ提供等 

（児童買春，児童ポ

ルノに係る行為等の

規則及び処罰並びに

児童保護等に関する

法律第７条） 

第７条（略） 

児童ポルノを提供した者は，３年以下の懲役又は 300 万円以下の

罰金に処する。（略） 

3.前項に掲げる行為の目的で，児童ポルノを製造し，所持し，運搬

し，本邦に輸入し，又は本邦から輸出した者も，同項と同様とす

る。（略） 

4.前項に規定するもののほか，（略） 当該児童に係る児童ポルノを

製造した者も，第２ 項と同様とする。 

5.（略） 

6.児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し，又は公然と陳列

した者は，５年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に処し，

又はこれを併科する。（略） 

7.～8.（略） 

事例：携帯電話で児童の性器の写真を撮り，ネット上のサイトに掲

載する。 
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